
京都市訓令甲第  号 

庁 中 一 般   

 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 

  平成２７年９月３０日 

京都市長 門 川 大 作   

別表第２環境企画部長の項第１号中「第３６条」を「第５５条」に改める。 

別表第２ごみ減量推進課長の項第１号中「携帯電話端末，ＰＨＳ端末，デジタルカメラ，

パーソナルコンピュータ周辺機器その他の小型の電気機械器具のうち，その使用を終了し

たもの」を「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第２条第２項に規定す

る使用済小型電子機器等」に，「使用済小型家電」を「使用済小型電子機器等」に改める。 

別表第２まち美化推進課長の項第２号中「使用済小型家電」を「使用済小型電子機器等」

に改める。 

別表第２建設総務課長の項第１号中「５００，０００円」を「１，０００，０００円」

に改める。 

   附 則 

この訓令は，平成２７年１０月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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